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「移動円滑化基準適用除外自動車の認定要領について（依命通達）」の

一部改正について（依命通達）について

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

標記について、国土交通省自動車局長から別添のとおり通知がありました。

本通知の内容は、今般、省令により空港アクセスバスについて定義がなされたことを踏まえ、移

動円滑化基準の適用除外の認定事務について統一的な運用を図るため、標記について「空港等アク

セスバス」に関する事項の改正がなされたとのことです。

つきましては、本件について、貴協会会員事業者に周知徹底のほどお願い申し上げます。

◎移動円滑化基準適用除外自動車の認定要領について（依命通達）における定義

「「空港等アクセスバス」とは、空港又はフェリーターミナル等の乗客の長距離移動のための交

通の拠点となる施設を経路に含む路線において、乗合旅客を運送する自動車をいう。」








